
平成９年(ワ)第５７４１号　特許権侵害差止等請求事件
（口頭弁論終結の日　平成１３年１月２５日）
                    　判　　　　　　　　　決
      原　　　　　　告  　　　  　　株式会社ウエスタン・アームス
　　　代表者代表取締役　　　　　　　【Ａ】
      原告訴訟代理人弁護士　　　　　宗  万  秀  和
　　　同　　　　　　　　　　　　　　荒  木  和  男
　　　同　　　　　　　　　　　　　　近  藤  良  紹
　　　同　　　　　　　　　　　　　　早  野  貴  文
　　　同　　　　　　　　　　　　　　川  合  晋太郎
　　　同　　　　　　　　　　　　　　川  合  順  子
　　　同　　　　　　　　　　　　　　田  伏  岳  人
　　　同　　　　　　　　　　　　　　高  橋  隆  二
　　　同　　　　　　　　　　　　　　山  枡  幸  文
　　　同　　　　　　　　　　　　　　小  泉  妙  子
      原告訴訟復代理人弁護士 　　　 鬼  頭  栄美子
      原告補佐人弁理士　　　　　　　神  原  貞  昭
      被　　　　　　　告    　　　  有限会社マルゼン
      代表者代表取締役 　　　   　　【Ｂ】
      被　　　　　　　告 　　　   　有限会社丸前商店
      代表者代表取締役 　　　   　　【Ｂ】
      被告ら訴訟代理人弁護士　　　　安  原  正  之
　　　同　　　　　　　　　　　　　　佐  藤  治  隆
　　　被告ら補佐人弁理士　　　　　　安  原  正  義
                      主　　　　　　　　　文
  １  被告らは，原告に対し，連帯して，５０９６万３０４３円及びうち３２３０
万３６１０円に対する平成９年４月２９日から，うち１８６５万９４３３円に対す
る平成１１年１２月１４日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ２　被告有限会社マルゼンは，原告に対し，１７０万４９５５円及びうち５４万
３０５３円に対する平成９年４月２９日から，うち１１６万１９０２円に対する平
成１２年９月１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ３　原告のその余の請求を棄却する。
  ４　訴訟費用は，これを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告らの連
帯負担とする。
  ５　この判決は，第１，２項に限り，仮に執行することができる。
                       事実及び理由
第１　原告の請求
      被告らは，原告に対し，連帯して２億３９５０万円及びうち５６９５万円に
対する平成９年４月２９日から，うち１億１１０７万９５００円に対する平成１１
年９月１日から，うち７１４７万０５００円に対する平成１２年９月１日から各支
払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　本件は，自動弾丸供給機構付玩具銃の特許権を有する原告が，被告らに対
し，被告らの製造，販売する玩具銃が原告の特許発明の技術的範囲に属し，その製
造，販売が原告の特許権を侵害すると主張して，特許法６５条１項に基づく補償金
請求として９４８５万０５００円，不法行為による損害賠償請求（弁護士費用を含
む。）として１億４４６４万９５００円並びに補償金請求額の一部及び損害賠償請
求額の一部の合計５６９５万円に対する平成９年４月２９日（訴状送達の日の翌
日）から，損害賠償請求額の残額１億１１０７万９５００円に対する平成１１年９
月１日（不法行為の後の日）から，補償金請求額の残額７１４７万０５００円に対
する平成１２年９月１日（補償金請求を拡張した後の日）から各支払済みまで民法
所定の年５分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めている事案であ
る。
  １　当事者間に争いのない事実
   (1)  原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。
      　特許番号    　第２５６１４２９号
      　発明の名称    　自動弾丸供給機構付玩具銃
      　出願年月日    　平成５年１０月８日



      　出願番号　　　特願平５－２５２８８１号
        公開年月日    　平成７年４月１８日
      　公開番号　　　特開平７－１０３６９４号
      　登録年月日      平成８年９月１９日
   (2)  本件特許権に係る明細書（平成９年１１月１２日付け訂正請求書による訂
正後のもの。以下「本件明細書」という。本判決末尾添付の特許公報（甲２。以下
「本件公報」という。）を参照）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとお
りである（以下，この発明を「本件特許発明」という。）。
      「グリップ部内に配される弾倉部と，上記グリップ部内にガス導出通路部が
連結されて配される蓄圧室と，銃身部の後端部に設けられ，上記弾倉部における一
端の近傍に配される装弾室と，該装弾室に供給された弾丸を発射させるべく操作さ
れるトリガに連動して上記ガス導出通路部を開閉制御する開閉弁部と，上記銃身部
に対して設けられ，該銃身部に沿って移動し得るものとされたスライダ部と，該ス
ライダ部における上記銃身部の後方となる部分内に設けられ，上記スライダ部と一
体的に移動する部材である受圧部と，上記装弾室と上記受圧部との間に配され，上
記スライダ部の移動方向に沿う方向に移動可能とされた可動部材と，該可動部材内
において移動可能に設けられ，上記ガス導出通路部から上記可動部材内を通じて上
記装弾室に至る第１のガス通路及び上記ガス導出通路部から上記可動部材内を通じ
て上記受圧部に至る第２のガス通路の夫々を開閉制御し，上記開閉弁部により上記
ガス導出通路部が開状態とされている期間において，上記第１のガス通路を開状態
として，上記蓄圧室からのガスを上記装弾室に供給する第１の状態から，上記第２
のガス通路を開状態として，上記蓄圧室からのガスを上記受圧部に作用させて上記
スライダ部を後退させ，それに伴う上記可動部材の後退を生じさせて，上記弾倉部
の一端から上記装弾室への弾丸の供給のための準備を行う第２の状態に移行するガ
ス通路制御部と，を備えて構成される自動弾丸供給機構付玩具銃。」
   (3)  本件特許発明の構成要件を分説すると，次のとおりである（以下，それぞ
れを「構成要件Ａ」などという。）。
      Ａ　グリップ部内に配される弾倉部と，
      Ｂ　上記グリップ部内にガス導出通路部が連結されて配される蓄圧室と，
      Ｃ　銃身部の後端部に設けられ，上記弾倉部における一端の近傍に配される
装弾室と，
      Ｄ　該装弾室に供給された弾丸を発射させるべく操作されるトリガに連動し
て上記ガス導出通路部を開閉制御する開閉弁部と，
      Ｅ　上記銃身部に対して設けられ，該銃身部に沿って移動し得るものとされ
たスライダ部と，
      Ｆ　該スライダ部における上記銃身部の後方となる部分内に設けられ，上記
スライダ部と一体的に移動する部材である受圧部と，
      Ｇ　上記装弾室と上記受圧部との間に配され，上記スライダ部の移動方向に
沿う方向に移動可能とされた可動部材と，
      Ｈ①　該可動部材内において移動可能に設けられ，
        ②　ガス導出通路部から可動部材内を通じて装弾室に至る第１のガス通路
及びガス導出通路部から可動部材内を通じて受圧部に至る第２のガス通路のそれぞ
れを開閉制御し，
        ③　開閉弁部によりガス導出通路部が開状態とされている期間において，
前記第１のガス通路を開状態として，蓄圧室からのガスを装弾室に供給する第１の
状態から，前記第２のガス通路を開状態として，蓄圧室からのガスを受圧部に作用
させてスライダ部を後退させ，それに伴う可動部材の後退を生じさせて，弾倉部の
一端から装弾室への弾丸の供給のための準備を行う第２の状態に移行する
        ④　ガス通路制御部と
      Ｉ　を備えて構成される自動弾丸供給機構付玩具銃
   (4)  被告有限会社マルゼン（以下「被告マルゼン」という。）は，平成７年１
２月ころから別紙物件目録一記載の玩具銃（商品名「マルゼン　イングラムＭ１
１」。以下「被告製品１」という。）を，同８年４月ころから別紙物件目録二記載
の玩具銃（商品名「マルゼン　ＵＺＩピストル」。以下「被告製品２」という。）
を製造し，それぞれ被告有限会社丸前商店（以下「被告丸前商店」という。）に一
括して売り渡していた。
      　被告丸前商店は，被告製品１及び被告製品２（以下，両者を併せて「被告
各製品」という。）を取引者に販売していた。



   (5)  被告各製品は，いずれも，本件特許発明の構成要件ＡないしＣ，Ｅ，Ｇを
充足する。
  ２　本件における争点
   (1)  被告各製品が本件特許発明の構成要件Ｄを充足するかどうか。
   (2)  被告各製品が本件特許発明の構成要件Ｆ及びＨを充足するかどうか。
   (3)  原告が請求することのできる補償金の額はいくらか。
   (4)  原告が請求することのできる損害賠償の額はいくらか。
  ３　争点に関する当事者の主張
   (1)  争点 (1)（構成要件Ｄの充足性）について
      （原告の主張）
      ア　構成要件Ｄにいう「装弾室に供給された」という文言は，発射される弾
丸の状態（位置）を表した修飾語にほかならず，弾丸の供給とトリガの操作との時
間的先後関係を表現したものではない。
        　また，トリガの操作によって弾丸が発射される時点では，弾丸は既に装
弾室に供給・装填された状態にあるのであるから，「供給された」という表現にな
っていることは国語上の表現としても誤りではない。
      イ　そもそも，本件特許発明の構成要件Ｄは，トリガに連動してガス導出通
路部（吸排気口３８。別紙物件目録添付図面の符号。以下同様）を開閉制御する開
閉弁部（バルブ４０）のことを指しており，弾丸が供給されるタイミングとは関係
がない。
      ウ　被告各製品において，装弾室５２に供給された弾丸３１は，トリガー１
１が操作されることによって発射されるのであり，また，開閉弁部（バルブ４０）
は，装弾室５２に供給された弾丸３１を発射させるべく操作されるトリガー１１に
連動してガス導出通路部（吸排気口３８）を開閉制御するから，被告各製品は構成
要件Ｄを充足する。
      （被告らの主張）
      ア　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における特許発明の作用，効果の
記載から判断するに，本件特許発明の構成要件Ｄにおける「該装弾室に供給された
弾丸」とは，前回のトリガ操作等の結果，装弾室に既に供給されている弾丸を意味
する。そして，「該装弾室に供給された弾丸を発射させるべく操作されるトリガに
連動して」とは，既に装弾室に供給されている弾丸を発射させるべく行われる次回
のトリガ操作を意味する。本件特許発明では，「トリガが操作されると，蓄圧室か
らのガスが，直ちに装弾室に供給されてその装弾室に供給された弾丸の発射に利用
され」るものであり（本件公報７欄６行ないし８行），直ちにとは他の作用を起こ
す前に蓄圧室のガスが装弾室に供給されることを意味する。
      イ　被告各製品は，トリガー１１を引くことでボルト２が前進し，ノズルブ
ロック２２の先端で弾丸３１を装弾室５２に供給するものであって，トリガー１１
の１回の操作により，まず弾丸３１を装弾室５２に供給し，次いでガスの供給を行
うものである。被告各製品では，トリガー１１を引くまでは，ボルト２は後方に待
機しており，その間装弾室５２には，弾丸３１は存在せず，前回のトリガー操作等
により弾丸があらかじめ装弾室に供給されるものではない。
        　被告各製品は，トリガー操作等により直ちにガスが装弾室に供給される
ものではなく，本件特許発明の構成要件Ｄを欠いている。
   (2)  争点 (2)（構成要件Ｆ及びＨの充足性）について
      （原告の主張）
      ア　被告各製品においては，受圧部すなわちシリンダーブロック内底面５３
とガス通路制御部すなわち栓２５とから被告らのいう「ガス圧動作部」が構成され
ており，右ガス圧動作部は，スライダ部（ボルト２）内に配されていて，ガス圧を
利用して装弾室５２に弾丸３１を供給するための準備を行うものである。すなわ
ち，スライダ部（ボルト２）がガス圧により後退せしめられて最後退位置に置か
れ，その後トリガー１１の操作によりスライダ部が前進に転じ，それに伴って前進
する可動部材（ノズルブロック２２）により，弾丸３１が装弾室５２に供給される
ようになっている。
      イ　被告各製品の動作について
　　　（ア）被告製品１の作動状況は，次のとおりである。
          ①　ボルトハンドル３を手で後方に引き，ボルト２を後退させ，弾丸３
１を装弾室５２に供給する準備をする。
          ②　トリガー１１を手で引くと，ボルト２が前進し，それに伴ってノズ



ルブロック２２が前方へ移動し，弾丸３１が装弾室５２に装填される（別紙「原告
説明図」図Ａ）。
          ③　ボルト２が前進し，最前進位置に達した後，ハンマー６が前方に回
転し，バルブ４０を前方に押圧し，第１気室４２内の圧縮ガスが吸排気口３８から
流入し，ノズルブロック２２内の第２気室３６及びバレル側通気孔３５を通じて装
弾室５２へ供給される（同図Ｂ）。
          ④　吸排気ロ３８からノズルブロック２２内の第２気室３６及びバレル
側通気孔３５を通じて装弾室５２へ供給された圧縮ガスによって，弾丸３１が銃口
方向に押し出され，加速される（同図Ｃ）。
          ⑤　弾丸３１がインナーバレル２０の先端から発射されたことに伴うバ
レル側通気孔３５のガス圧の低下によって，後方からのガス圧の力が栓スプリング
３０の力を上回ることになり，栓２５が前方に移動し，バレル側通気孔３５の開口
部をふさぐ。これにより吸排気口３８からバレル側通気孔３５を通じて装弾室５２
へ至るガスの供給が遮断されることとなり，圧縮ガスは，吸排気口３８からノズル
ブロック２２内の第２気室３６及びシリンダーブロック側通路３７を通じて受圧部
５３へ供給されて，圧縮ガスが受圧部５３に作用し，ボルト２及びシリンダーブロ
ック２３が後退を開始する（同図Ｄ）。
          ⑥　ボルト２の後退により，シリンダーブロック２３がハンマー６に接
触し，ハンマー６が後方に回転して，ハンマー６によるバルブ４０の押圧が解か
れ，バルブ４０が後方へ移動して，第１気室４２から吸排気ロ３８への圧縮ガスの
流入がバルブ４０により遮断される（同図Ｅ）。
          ⑦　第１気室４２から吸排気ロ３８への圧縮ガスの流入が止まった後も
ボルト２及びシリンダーブロック２３は慣性により後退し続け，ノズルブロック２
２がシリンダーブロック２３から外れ，その隙間から圧縮ガスが排出される。これ
に伴って，栓２５は，後方からのガス圧がなくなり，栓スプリング３０の作用によ
り後方に押し下げられ，バレル側通気孔３５の開口部が開放される（同図Ｆ）。
          ⑧　シリンダーブロック２３内部のガスが排出された後，スプリング５
６の付勢により，ノズルブロック２２がシリンダーブロック２３内部に収納され，
次の弾丸を装弾室５２へ装填する準備がされる（同図Ｇ）。
          ⑨　なお，被告製品１では，連発式と単発式の切換えが可能になってお
り，連発式に設定した場合，トリガー１１を引いている間，上記②ないし⑧の作動
が繰り返される。
　　　（イ）被告製品２の作動状況は，基本的に被告製品１の①ないし⑧と同一で
あるが，被告製品２は連発式の機構となっており，トリガー１１を引いている間，
上記②ないし⑧の作動が繰り返される。
　　　ウ　被告各製品の部材と構成要件Ｈの対比
      （ア）被告各製品は，上記ア記載の動作を行うところ，原告説明図Ｃの赤色
矢印は，吸排気口３８からノズルブロック２２内の第２気室３６及びバレル側通気
孔３５を通じて装弾室５２に供給されるガスの道筋を表したものであって，構成要
件Ｈ②の第１のガス通路に相当する。
          　原告説明図Ｄの青色矢印は，吸排気口３８からノズルブロック２２内
の第２気室３６及びシリンダーブロック側通路３７を通じて受圧部５３に供給され
るガスの道筋を表したものであって，構成要件Ｈ②の第２のガス通路に相当する。
      （イ）被告各製品の栓２５は，ノズルブロック２２内に移動可能に設けら
れ，前記のとおりガスの流れを制御しているから，前記各通路を「開閉制御」して
いる。
      （ウ）また，被告各製品の栓２５は，本件特許発明にいう第１のガス通路を
開状態にして蓄圧室からのガスを装弾室に供給する第１の状態から，第２のガス通
路を開状態にして蓄圧室からのガスを受圧部に作用させてスライダ部を後退させ，
それに伴う可動部材の後退を生じさせて，次弾供給の準備を行う第２の状態に移行
させる機能を有している。
          　すなわち，栓２５がガス圧を弾丸発射のために作用させる状態にある
ときは，シリンダーブロック内底面５３（受圧部）には，いまだ次弾供給の準備を
するのに必要十分なガス圧が作用していない。次弾供給の準備を行うのに必要十分
なシリンダーブロック内底面５３（受圧部）へのガス圧は，栓２５が前方に移動
し，装弾室５２へのガスの流入を遮断した構成要件Ｈ③の第２の状態において初め
て得られるのである。
      （エ）以上によれば，被告各製品の栓２５は，ノズルブロック２２内に移動



可能に設けられ，第１のガス通路と第２のガス通路をそれぞれ開閉制御して，第１
の状態から第２の状態に移行するものであるから，構成要件Ｈのガス通路制御部に
該当する。
      （被告らの主張）
      ア　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における「発明が解決しようとす
る課題」「作用」「発明の効果」の各記載からみると，本件特許発明は，受圧部と
ガス通路制御部とからなり，スライダ部内にガス圧を利用して装弾室に弾丸を供給
するための準備を行うガス圧動作部を要するものであることが明らかである（本件
公報５欄１６行ないし２７行，６欄１４行ないし３２行参照）。本件特許発明で
は，構成要件Ｆの受圧部及び構成要件Ｈのガス通路制御部により，ガス圧動作部が
構成される。
        　被告各製品は，前回のトリガ操作等により弾丸があらかじめ装弾室５２
に供給されるものではなく，弾丸３１の装弾室５２への供給にボルトリターンスプ
リング５の付勢力を使用するが，ガス圧を利用するものではない。
        　すなわち，被告各製品は，本件特許発明のようなガス圧動作部を構成す
ることはなく，ガス圧動作部により，「スライダ部内にガス圧を利用して装弾室に
弾丸を供給するための準備を行う」こともない。
      イ　本件特許発明の構成要件Ｈは，第１のガス通路を開状態として蓄圧室か
らのガスを装弾室に供給し弾丸を発射する第１の状態から，弾丸の発射後に第２の
ガス通路を開状態として，蓄圧室からのガスを受圧部に作用させてスライダ部を後
退させ，それに伴う可動部材の後退を生じさせて弾倉部の一端から装弾室への弾丸
（次弾）の供給のための準備を行う第２の状態に移行するガス通路制御部を備えて
いることが要件となっていると解される。
        　このことは，本件特許発明の作用・効果として，本件明細書の「発明の
詳細な説明」欄に以下のような記載がされていることからも明らかである。
        　「第１のガス通路を開状態にして，蓄圧室からのガスを，ガス導出通路
及び第１のガス通路を通じて装弾室に供給し，装弾室に供給された弾丸の発射に利
用する動作状態から，第２のガス通路を開状態にして，蓄圧室からのガスを，ガス
導出通路部及び第２のガス通路を通じて受圧部に作用させ，それによりスライダ部
を後退させる動作状態に移行する。それにより装弾室に供給された弾丸が発射され
た後，ガス導出通路部が開状態にされている期間に後退を開始したスライダ部は，
ガス導出通路部が開状態にされた直後において，受圧部とともに慣性により最後退
位置まで後退し，…（中略）…最後退位置に到達したスライダ部は前進に転じ，そ
のスライダ部の前進に伴って前進する可動部材により，弾倉部の一端に配された弾
丸が装弾室に供給される。…（中略）…トリガが操作されると，蓄圧室からのガス
が，直ちに装弾室に供給されて装弾室に供給された弾丸の発射に利用され，その後
スライダ部の後退及びその後退に伴う可動部材の後退に利用される状態が確実に得
られる。その結果，弾丸の発射がトリガに対する動作に迅速に応答して行われ，し
かも，装弾室から発射される弾丸が，スライダ部の移動による影響を受けて，その
弾道に狂いが生じることになる事態が回避される。」（本件公報６欄３９行ないし
７欄１３行）
      ウ　被告各製品の動作は別紙「被告ら説明書」に記載したとおりであるとこ
ろ，これによると，被告各製品は前記イにおいて説明した本件特許発明の構成要件
Ｈを充足しない。すなわち，被告各製品の玩具銃は，吸排気口３８が開状態の期間
において，第１気室４２からのガスを，吸排気口３８から第２気室３６内に流入さ
せ，流入したガスは前後２方向に分かれ，前方に向うガスはバレル側通気孔３５か
ら装弾部５２に供給され弾丸３１をインナーバレル２０内に前進させると同時に，
後方シリンダーブロック側通路３７に向うガスは，シリンダーブロック２３を後退
させ始める構成をとっている点で，本件特許発明と構成を異にしている。
      エ　本件特許発明では，第１のガス通路を開状態とし，ガスを装弾室に供給
し弾丸を発射した後に，第２のガス通路を開状態とし，スライダ部の後退，可動部
材の後退を生じさせる第２の状態へ移行する構成であるのに対し，被告各製品では
わずかではあるが弾丸の発射より前にシリンダーブロック２３に一体に固定されて
いるボルトハンドル３が後退する現象が起きている（乙４，１０の１，４）。
        　乙４号証は原告提出の検甲２号証「高速度撮影による作動の検証・マル
ゼン　イングラム　Ｍ１１」のピデオテーブ画像ビデオ信号より抽出したスチル画
像を被告らが実物大に近く均一に拡大コピーし，物差しを付して，弾丸発射とブロ
ーバックタイミングの解析をしたものであるが，同号証の画３（ボルトハンドル３



のブローバックし始めるスタート位置）と画４（弾丸３１が装弾室から前進し始
め，ボルトハンドル３も後退し始めた位置），画５（弾丸３１が銃口まで前進した
瞬間のボルトハンドル３の後退位置）とを比較すると，ブローバックし始めるスタ
ート位置の画３ではボルトハンドル３の前端は銃身の前端（突起した照星の左端で
測定）から実寸で３４ミリメートル後ろの位置Ａにあったのが，ガス圧によって弾
丸３１が前進し始めた画４ではボルトハンドル３が後退し銃身前端から３５．５ミ
リメートルの位置Ｂとなり（後退量１．５ミリメートル），さらに弾丸３１が銃口
まで前進した画５ではボルトハンドル３の前端は３６．５ミリメートルの位置Ｃま
で後退し，Ａより２．５ミリメートルも後退していることが分かる。このボルトハ
ンドル３は，ボルト２の一部であり，ボルト２はシリンダーブロック２３に一体に
固定されているので，ボルトハンドル３の後退の動きは，シリンダーブロック２３
の後退の動きと一致する。
        　右のように，微動であってもスライダ部が後退するということは，第２
のガス通路に蓄圧室からのガスが進入して受圧部に作用して生じる動きであり，こ
れがスライダ部の大きな後退につながる。スライダ部のわずかな後退とその後の後
退とでスライダ後退に質の差はない。
        　また，スライダ後退の初動時には摩擦抵抗が大であり，微動するにもガ
ス圧は相当量必要であり，この後退に伴う反動，発射される弾丸の弾道への影響は
無視できない。
      オ　「特許請求の範囲」をはじめとする本件明細書の他の部分を見ても，第
１のガス通路が開状態の間に第２のガス通路が開状態となり，スライダの後退が始
まっていてもよいことを示唆する記載は，一切存在しない。
      （原告の再反論）
      　被告らは，被告各製品では，弾丸３１の発射と同時にシリンダーブロック
２３が後退する旨主張し，そのことはビデオ画像の解析の結果（乙４）からも確認
できるという。しかし，乙４号証はビデオテーブから得られた画像プリントを拡大
コピーしたもので，拡大により画像がいっそう不鮮明なものになっており，これに
微細な目盛りを当てて微動を測定しようと試みても測定誤差の方が大きく，精度は
全く期待できない。
      　仮に，被告らが主張するようにシリンダーブロックが後方に微動するとし
ても，この微動は本件特許発明の構成要件Ｈにいう「スライダ部の後退」には該当
しない。本件特許発明における「スライダ部の後退」とは，可動部材の後退を生じ
させて次弾供給の準備を行うための後退でなければならないからである。可動部材
の後退を生じさせることのないスライダ部の動作は本件特許発明の「スライダ部の
後退」に該当しないばかりか，本件特許発明とは無関係な動きにすぎない。本件明
細書の「特許請求の範囲」においては，弾丸の発射とスライダ部の後退開始時期と
の関係については何ら触れられておらず，ガス通路制御部が第１の状態にある時に
スライダ部が微動してはならない旨の記載はない。また，本件特許発明の作用効果
は，装弾室から発射される弾丸がスライダ部の移動による影響を受けて，弾道に狂
いが生ずることを回避することにあるところ，弾丸がインナーバレル内を移動中に
スライダ部の微動があったところで，上記の作用効果を害するものではない。
      　そもそも，本件特許発明と被告各製品との対比の上で，スライダ部の後退
がいつ開始するかは問題でなく，ガス通路制御部が第１の状態から第２の状態に移
行する現象が存在するか否かが問題なのであるから，被告らの主張は前提を欠き，
失当である。
   (3)  争点 (3)（補償金の額）について
      （原告の主張）
      ア　補償金の額
        　原告は，被告らに対し，それぞれ平成７年１１月９日到達の書面によ
り，本件特許発明の内容及びそれが出願公開された旨を示して，警告を行った。
        　被告らは，右警告が到達した日である平成７年１１月９日から本件特許
権の設定登録の日の前日である同８年９月１８日までの間に，次のとおり，被告各
製品を共同して製造，販売した。
      （ア） 被告マルゼン
          　被告製品１　　　　２万０８９３個
          　被告製品２　　　　１万０８００個
                    　　合計　３万１６９３個
      （イ） 被告丸前商店



          　被告製品１　　　　１万９８４０個
          　被告製品２　　　　　　９４１２個
                        合計　２万９２５２個
        　原告が本件特許と関連する特許発明（特許番号第５６１４２号）につき
有限会社タナカとの間で締結した特許権実施許諾契約（その内容は，大要①　実施
許諾の対価として実施品１種類当たり１０００万円，②　個々の実施に対し実施品
１個当たり９００円を支払うというもの）における実施料の額を参考にして，原告
が被告らから受けるべき実施料相当額を計算すると，次のとおりとなる。
      （ア） 被告マルゼン
          　被告製品１　　２万０８９３個×９００円＋１０００万円
                                ＝２８８０万３７００円
          　被告製品２　　１万０８００個×９００円＋１０００万円
          　　　　　　　　　　＝１９７２万円
          　　　　　　　　　合計　４８５２万３７００円
      （イ） 被告丸前商店
            被告製品１　　１万９８４０個×９００円＋１０００万円
                                ＝２７８５万６０００円
            被告製品２　　    ９４１２個×９００円＋１０００万円
          　　　　　　　　　  　＝１８４７万０８００円
                            合計　４６３２万６８００円
        　なお，上記計算式に基づき，個別の実施料９００円及び一括前払金１０
００万円を割り付けた額で実施料を計算すると，売上げの約１９．１％ないし４
１．１％になるから，本件特許権の実施料率は少なくとも１９．１％を下らない。
        　そして，原告は訴状において補償金２３３８万円の支払を求める意思表
示をし，平成１２年８月３０日の本件弁論準備手続期日において右補償金の請求額
を９４８５万０５００円に拡張したから，当初の金額につき訴状送達の日の翌日で
ある平成９年４月２９日から，残額である７１４７万０５００円につき請求の後で
ある平成１２年９月１日からそれぞれ年５分の割合による遅延損害金の支払を求め
る。
      イ　被告らの責任
        　被告らは，共同して被告各製品を製造，販売しているから，連帯して，
被告マルゼンの製造販売に係る補償金４８５２万３７００円と，被告丸前商店の販
売に係る補償金４６３２万６８００円との合計９４８５万０５００円について，原
告に対し，支払義務を負うものと解すべきである。
      （被告らの主張）
      ア　原告の補償金請求は，特許法６５条１項の解釈適用を誤り，有限会社タ
ナカとの間の実施許諾契約を基に高額の補償金を請求するものであって失当であ
る。
          すなわち，たまたま１つの実施契約で特別に高率，高額な契約がされた
としても，契約の成立には個別の事情があり，契約当事者はこの個別事情に照ら
し，契約の条件を定めるものである。有限会社タナカは原告に対し契約対象物を販
売しているということであり，このような特殊な関係に基づいてされた契約を基に
被告らに対し補償金を請求することは，適切な権利行使とはいえない。
          さらに，原告と有限会社タナカとの実施許諾契約は本件特許とは異なる
別の特許発明についてのものであるが，特許権はそれぞれ別個に成立しており，そ
の権利の有効性，実用化の適否等に差があるのは当然であって，実施料率を同一と
することは許されない。もっとも，業界一般に通用する標準的な実施料率を定めて
いるのであれば，一つの基準として採用することはあり得るが，特別に高率，高額
の実施料を定めている場合，これを基準として補償金の額を定めることは妥当でな
い。
      イ　被告らは別法人であるが，代表者は共通で，同一の営業場所に本店を置
き，被告マルゼンが製造した製品にメーカーとしての通常の利益を計上し，その全
部を被告丸前商店に販売し（例外的に，被告マルゼンが直接海外に輸出したものも
あるが，その販売数，売上金額はわずかである。），被告丸前商店は，これにわず
かなマージンを加算して，卸売業者に販売している。
        　特許法１０２条３項は，特許権者は侵害行為がなければ少なくとも実施
料相当額を得ることができたはずであるという経験則を前提としたものであり，侵
害者に制裁的に実施料相当額の支払義務を認めたものではない。侵害品の製造者と



販売者がたまたま別の者であっても，製造者が同時に販売者でもある場合（侵害者
が単数の場合）の損害賠償額を超える額を特許権者が損害賠償として請求すること
ができないのは当然である。すなわち，共同不法行為の場合でも，特許権者が実施
料相当額の損害賠償として求めることのできる金額の総額は，１個の製品について
は１回の流通分として評価できる額を限度とするものである。
        　したがって，前記のような被告らの営業の実態に照らせば，原告の請求
は，実施料相当額の損害賠償を同一の製品について二重に支払うことを求めるもの
であり，失当である。
   (4)  争点 (4)（損害賠償の額）について
      （原告の主張）
      ア　被告らは，本件特許権の設定登録の日である平成８年９月１９日から同
９年１月末日までの間に，被告各製品を共同して製造，販売し，少なくとも，次の
とおりの売上げを得た。
        　被告製品１　販売数　　　８５７０個以上
        　　　　　　　売上金額　　７５００万円以上
        　被告製品２　販売数　　　５７７０個以上
        　　　　　　　売上金額　　３６９０万円以上
        　さらに，被告らは，平成９年２月１日から同１１年１２月１３日（被告
各製品の金型を廃棄した日）までの間に，被告各製品を共同して製造・販売し，少
なくとも，次のとおりの売上げを得た。
        　被告製品１　販売数　　　４万８０００個以上
        　　　　　　　売上金額　　４億３６３０万円以上
        　被告製品２　販売数　　　２万４０００個以上
        　　　　　　　売上金額　　１億７２２０万円以上
      イ　被告らが得た利益は，上記ア記載の売上げの合計額である７億２０４０
万円の３０％を下らない。そして，被告らの上記利益の額は，特許法１０２条２項
により原告が受けた損害の額と推定される。
        　そして，被告らは，共同して被告各製品を製造，販売しているから，共
同不法行為者として，原告に対し，連帯して，上記利益の合計額を賠償する義務を
負う。
        　したがって，原告は，被告らに対し，２億１６１２万円の損害賠償請求
権を有するところ，本訴ではその一部として１億２４６４万９５００円及びうち３
３５７万円に対する平成９年４月２９日（訴状送達の日の翌日）から，うち９１０
７万９５００円に対する同１１年９月１日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合
による遅延損害金を連帯して支払うことを求める。
      ウ　原告は，被告らが損害賠償請求に応じないために，原告訴訟代理人に本
件訴訟の提起，追行を委任し，その費用及び報酬として２０００万円を支払うこと
を約した。これは，被告らの不法行為と相当因果関係のある原告に生じた損害であ
る。
      （被告らの主張）
      ア　被告らによる平成８年９月１９日から同９年１月末日までの間の被告各
製品の販売数，売上金額は次のとおりである。
      （ア） 被告マルゼン
          　被告製品１　販売数　　　２４００個
          　　　　　　　売上金額　　１５８６万４０００円
          　被告製品２　販売数　　　３０００個
          　　　　　　　売上金額　　１５７０万１５６０円
      （イ） 被告丸前商店
          　被告製品１　販売数　　　２３１３個
          　　　　　　　売上金額　　１６２９万６１９８円
          　被告製品２　販売数　　　３４０１個
          　　　　　　　売上金額　　１９１１万８２１５円
      イ　被告らによる平成９年２月１日から同１１年１２月１３日までの間の被
告各製品の販売数，売上金額は次のとおりである。
      （ア） 被告マルゼン
          　被告製品１　販売数　　　９４００個
          　　　　　　　売上金額　　６３１３万６２００円
          　被告製品２　販売数　　　６４３２個



          　　　　　　　売上金額　　２５４８万５３００円
      （イ） 被告丸前商店
          　被告製品１　販売数　　　９２９２個
          　　　　　　　売上金額　　６７００万３８００円
          　被告製品２　販売数　　　７１２３個
          　　　　　　　売上金額　　３２１５万０８７５円
      ウ　そして，上記の各期間を通じ，利益が計上されたのは，前記ア（ア）の
被告マルゼンのみであり，その利益率も２．４％と低率である（それ以外は損失を
計上している。）。被告らは，原告が主張するような利益を挙げていないから，原
告の被告らに対する損害賠償の請求は理由がない（なお，利益率は，当該商品の販
売に直接必要とされる費用である直接固定費のみならず，間接固定費をも控除した
金額で計算するべきである。）。
第３　当裁判所の判断
  １　争点 (1)（構成要件Ｄの充足性）について
    　構成要件Ｄは，「開閉弁部」の構成を中心として，これに関連する構成を規
定するものである。すなわち，本件特許発明において，「開閉弁部」はガス導出通
路部を開閉制御するためのものであり，その制御は，トリガに連動して行われる。
このトリガは弾丸を発射させるべく操作され，このときの操作に連動して開閉制御
が行われる構成となっていることを規定している。構成要件Ｄにおける「装弾室に
供給された弾丸」は，何らかの手段により弾丸が装弾室に供給されることを意味す
るだけであって，その手段は限定されていない。そして，トリガは，弾丸発射のた
めに操作されるものであり，トリガに連動する「開閉弁部」は，弾丸発射のために
必要とされる構成であるが，弾丸供給動作には無関係である。
    　構成要件Ｄがこのような内容を規定するものであることからすれば，トリガ
は弾丸を発射させるべく操作されるものであるが，このトリガの同じ動作が，同時
に他の機能をも有することは妨げられないと解されるから，トリガの動きが「弾丸
を装弾室に供給」するための動作に連動していたとしても，同構成要件の充足性は
否定されないというべきである。
    　つまり，弾丸を発射させるべく操作されるトリガが，まず第１段階として，
弾丸を装弾室に供給する動作に連動し，さらに第２段階として，このように供給さ
れる弾丸を発射させるべくガス導出通路部を開閉弁部によって開閉制御する動作に
連動するものであっても，構成要件Ｄに該当するものである。
       被告各製品におけるトリガー１１は，まず第１段階として，弾丸を装弾室に
供給する動作に連動し，さらに第２段階として，ガス導出通路部を開閉弁部によっ
て開閉制御する動作に連動しているものであるが，前に説示したとおりトリガがこ
のような動作をするものであっても構成要件Ｄの充足性は否定されないから，被告
各製品は構成要件Ｄを充足するものと認められる。
    　この点に関して，被告らは，構成要件Ｄにいう「該装弾室に供給された弾
丸」とは，前回のトリガ操作等の結果，既に装弾室に供給されている弾丸を意味す
る旨主張するが，構成要件Ｄは，「装弾室に供給された弾丸」について，その供給
方法，供給の時期について何らの限定も付していないのであるから，弾丸の供給が
トリガ操作に時間的に先行することを要する旨の被告らの主張は理由がない。
    　さらに，被告らは「弾丸を発射されるべく操作されるトリガに連動して」と
いう要件に関し，「連動」という表現から，構成要件Ｄは，トリガが操作される
と，蓄圧室からのガスが直ちに装弾室に供給され，装弾室に供給された弾丸の発射
に利用されるという関係にあることを要する旨主張する。しかし，「連動」すると
いうことが，必然的にトリガの操作により引き起こされる他の動作に先立ってガス
の供給がされなければなければならないことを意味するものではなく，被告各製品
におけるように「トリガ操作」により「ガスの供給」が開始される途上に「弾丸の
供給」がされている場合であっても，「連動」ということを妨げない。この点に関
する被告らの主張も，採用できない。
  ２　争点 (2)（構成要件Ｆ及びＨの充足性）について
   (1)  被告らは「ガス圧作動部」という本件明細書の「特許請求の範囲」に記載
のない要件に基づき，本件特許発明の技術的範囲に属するか否かの対比の主張をす
るが，「特許請求の範囲」に記載のない要件に基づく主張は，本来無意味である。
しかし，被告らの主張を善解すると，「ガス圧作動部」とは，構成要件Ｆの「受圧
部」及び構成要件Ｈ③の「ガス通路制御部」を指すものと理解できるから，右の要
件の充足性をいうものとして，その主張の当否を判断する。



      　弾丸供給の準備に関して，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄に記載さ
れた実施例と被告各製品を比較すると，スライダの移動の動力について，後退がガ
ス圧により，前進がスプリング力によって行われる点において一致する（ただし，
被告各製品は，最初の操作では手動によりスライダを後退させる。）。他方，スラ
イダの移動の時期に関しては，実施例が前回の弾丸発射後に後退・前進が連続して
行われて，弾丸供給が完了するのに対し，被告各製品では，前回の弾丸発射後には
スライダが後退してそのままの位置に止まっており，次にトリガの操作でスライダ
が前進して弾丸発射に先立って弾丸が供給されるという相違点がある。
      　被告各製品において，シリンダーブロック内底面５３及び栓２５が，スラ
イダ部（ボルト２）内に配されていて，ガス圧を利用して装弾室５２に弾丸３１を
供給するための準備を行うものである。したがって，シリンダーブロック内底面５
３が構成要件Ｆの「受圧部」に，栓２５が構成要件Ｈの「ガス通路制御部」に該当
する（この両部材が，被告らのいう「ガス圧動作部」に該当する）ものであるか
ら，「ガス圧動作部」に関する被告らの主張は，理由がない。
        確かに，被告各製品は，最初の操作では，手動によりスライダの後退とい
う弾丸供給の準備を行うものであって，ガス圧を利用していない。しかし，一度ト
リガを操作すれば，一連の弾丸発射動作の後，自動的にスライダが後退する。この
スライダの後退動作は，弾丸供給の準備にほかならず，その動作は上記のとおりガ
ス圧によって行われるから，構成要件Ｈ③にいう「ガスを受圧部に作用させてスラ
イダ部を後退させ」の要件に合致する。その後，本件特許発明の実施例のように，
直ちにスライダが前進に切り替わるか，被告各製品のようにトリガ操作を経て前進
に切り替わるかは，「特許請求の範囲」に記載されていない以上，構成要件の充足
性の判断には影響しないというべきである。
   (2)  構成要件Ｈ①，②について
      　被告各製品の構成をみるに，栓２５はノズルブロック２２内に移動可能に
設けられている。
      　そして，上記栓２５は，吸排気口３８からノズルブロック２２内の第２気
室３６及びバレル側通気孔３５を通じて装弾室５２に至る第１のガス通路（以下
「第１ガス通路」という。）及び右吸排気口３８からノズルブロック２２内の第２
気室３６及びシリンダーブロック側通路３７を通じてシリンダーブロック内底面５
３（受圧部）に至る第２のガス通路（以下「第２ガス通路」という。）のそれぞれ
を開閉制御するものである。
      　第１ガス通路に関しては，被告らの主張（別紙「被告ら説明書」参照）に
よれば，弾丸３１の発射により，バレル側通気孔３５の圧縮ガスが銃口から排出さ
れることに伴い，バレル側通気孔３５内は第２気室３６に比べて相対的に減圧し，
そのため，栓２５は栓スプリング３０の付勢に抗し銃口側に吸引されて移動し，栓
２５の中央径大部ｂで第２気室３６とバレル側通気孔３５を遮断し，ガスはすべて
シリンダーブロック側通路３７に流入することとなるとされている（別紙「被告ら
説明書」④）ことから，栓２５が第１ガス通路を開閉制御することが明らかであ
る。
      　また，第２ガス通路に関しても，被告らの主張によれば，吸排気口３８が
閉状態のときには栓２５の後端の円錐状部分ｄがシリンダーブロック側通路３７の
開口部に栓スプリング３０の後方への付勢により接触しているが，第１気室４２内
の圧縮ガスが吸排気孔３８を経て第２気室３６に流入すると，栓２５の中央径大部
ｂと円柱状部分ｃの下面にガス圧がかかり，栓２５を上方に持ち上げ円錐状部分ｄ
とシリンダーブロック側通路３７の開口部との接触が解除され，吸排気孔３８から
流入した圧縮ガスは，バレル側通気孔３５及びシリンダーブロック側通路３７の双
方に同時に流入するとされている（別紙「被告ら説明書」①，②）ものであり，こ
れによれば，吸排気口３８が閉状態のときには第２ガス通路が閉制御されるとこ
ろ，吸排気口３８が開状態となり圧縮ガスが流入すると第２ガス通路が開制御され
るものであるから，栓２５は，第２ガス通路を開閉制御するものと認められる。
      　以上によれば，被告各製品は，本件特許発明の構成要件Ｈ①②を充足す
る。
   (3)  構成要件Ｈ③，④の充足性
      　本件明細書の「特許請求の範囲」の記載によれば，構成要件Ｈ③の第１の
状態とは「第１のガス通路を開状態として，蓄圧室からのガスを装弾室に供給す
る」状態であり，第２の状態とは「第２のガス通路を開状態として，蓄圧室からの
ガスを受圧部に作用させてスライダ部を後退させ，それに伴う可動部材の後退を生



じさせて，弾倉部の一端から装弾室への弾丸の供給のための準備を行う」状態であ
るから，第１の状態においては第１のガス通路が開状態にあり，第２の状態におい
ては第２のガス通路が開状態にあることは明らかである。しかし，第１の状態にお
いて第２のガス通路が開か閉か，第２の状態において第１のガス通路が開か閉か
は，「特許請求の範囲」の記載からは明らかでない。
      　第１の状態は，トリガが操作されてガス導出通路部が開状態とされ，第１
のガス通路が開の状態にある時から，装弾室から移動した弾丸が銃身内を通過銃口
から発射された後，第１ガス通路が閉状態にされるまでを意味するものであるとこ
ろ，第１の状態においては，「装弾室から発射される弾丸が，スライダ部の移動に
よる影響を受けて，その弾道に狂いが生じることになる事態が回避される」（本件
公報７欄１１行ないし１３行）という本件特許発明の作用から考えると，少なくと
も第１の状態の初期段階においては第２のガス通路が閉状態とされていることを要
し，これにより第１状態の初期において受圧部にガス圧が作用することがなく，ス
ライダ部の後退が遅延され，弾丸がスライダ部の移動による影響を受けることを回
避されることになるものと解される。
      　他方，第２の状態における第１ガス通路の状態については，閉状態である
ことを要すると考えられる。なぜなら，仮に第１ガス通路がわずかでも開状態にあ
るとすれば，装弾室へのガス漏れが生じる結果，「スライダ部を後退させ，それに
伴う可動部材の後退を生じさせ」るほどのガス圧を受圧部に作用させることは不可
能となるからである（本件公報１３欄２１行目ないし３３行目参照）。したがっ
て，第２の状態は，弾丸が発射された後に，第１ガス通路が閉状態とされ，かつ第
２ガス通路が開状態とされている状態をいうことになる。
      　このように，第２の状態においては，第１ガス通路が閉，第２ガス通路が
開となっていることを要するのであるから，第１の状態の初期において閉状態であ
った第２のガス通路は，第２の状態となる以前に閉から開に制御されるのである
が，「特許請求の範囲」には第２ガス通路が開状態となる時期についての規定はな
く，本件明細書における「発明の詳細な説明」欄の記載を斟酌しても，第２ガス通
路は必ずしも第１ガス通路が閉状態となるのと同時に開状態となる必要はない，す
なわち第１ガス通路が開状態である第１の状態においてまず第２ガス通路が開制御
され，次いで第１ガス通路が閉制御されることにより第２の状態に移行するという
構成でも差し支えないものと解される（なお，本件明細書の実施例においても，双
方のガス通路の制御の前後関係は不明であり，第１ガス通路が閉制御される前に第
２ガス通路が開制御されているものと解することも可能である。）。
      　そうすると，被告各製品においては，第１の状態において，第１ガス通路
は常に開状態であり，第２ガス通路についても，前記のとおり，被告らの主張する
ところでは，吸排気口３８が閉状態のときには栓２５の後端の円錐状部分ｄがシリ
ンダーブロック側通路３７の開口部に栓スプリング３０の後方への付勢により接触
しているが，第１気室４２内の圧縮ガスが吸排気孔３８を経て第２気室３６に流入
すると，栓２５の中央径大部ｂと円柱状部分ｃの下面にガス圧がかかり，栓２５を
上方に持ち上げ円錐状部分ｄとシリンダーブロック側通路３７の開口部との接触が
解除され，吸排気孔３８から流入した圧縮ガスは，バレル側通気孔３５及びシリン
ダーブロック側通路３７の双方に同時に流入する（別紙「被告ら説明書」①，②）
ものであり，これによれば，吸排気口３８が閉状態のときには第２ガス通路が閉制
御されるところ，吸排気口３８が開状態となり圧縮ガスが流入すると第２ガス通路
が開制御されるものであって，第１の状態の初期において第２ガス通路は閉状態で
ある。そして，第２の状態においては，第１ガス通路が閉状態で，第２ガス通路が
開状態になっている。したがって，被告各製品は構成要件Ｈ③，④を充足する。
      　被告らは，本件特許発明は，第１ガス通路を開状態とし，ガスを装弾室に
供給し弾丸を発射した後に，第２ガス通路を開状態とし，スライダ部の後退，可動
部材の後退を生じさせる第２の状態へ移行する構成であるところ，被告各製品は，
吸排気口３８が開状態の期間において，第１気室４２からのガスを，吸排気口３８
から第２気室３６内に流入させ，流入したガスは前後２方向に分かれ，前方に向う
ガスはパレル側通気孔３５から装弾部５２に供給され弾丸３１をインナーバレル２
０内に前進させると同時に，後方シリンダーブロック側通路３７に向うガスは，シ
リンダーブロック２３を後退させ始める構成をとっているから，本件特許発明の構
成要件Ｈ③を充足しない旨主張する（この主張は，被告各製品では，ガス通路制御
部が第１の状態であるときに第２ガス通路が開状態になるので，第１の状態である
ときに第２ガス通路が開状態になることを想定していない本件特許発明の技術的範



囲には属しないという趣旨であると理解できる。）。しかしながら，前記のとお
り，本件特許発明のガス通路制御部は，第１の状態にあるときに，第２ガス通路が
途中から開状態になることを妨げないから，仮に被告各製品のガス流入の経路が被
告らの主張するとおりであるとしても，本件特許発明の構成要件Ｈ③，④を満たさ
ないことにはならない。
      　被告らは，また，被告製品１の作動状況を撮影したビデオ画像の解析結果
（乙４）等を根拠に，被告各製品では弾丸３１の発射と同時にシリンダーブロック
２３が後退する旨主張する。しかし，第２の状態においてシリンダーブロック２３
の後退が始まったとしても，それはノズルブロック２２の後退を生じさせるもので
はないから，本件特許発明の目的，作用効果と何ら矛盾しない。本件特許発明の構
成要件Ｈ③にいう「スライダ部の後退」とは，本件明細書の「特許請求の範囲」等
の記載に照らし，可動部材の後退を生じさせて次弾供給の準備を行うための後退を
指すと解されるところ，可動部材の後退を生じさせることのない単なるスライダ部
の動作は，右にいう「スライダ部の後退」に該当しないからである。被告らのこの
主張も，理由がない。
  ３　小括（被告各製品と本件特許発明の技術的範囲）
    　被告各製品が，本件特許発明の構成要件のうちＡないしＣ，Ｅ，Ｇを充足す
ることは当事者間に争いのないところ，以上によれば，被告各製品は，構成要件
Ｄ，Ｆ及びＨをも充足するものと認められるから，被告各製品は，本件特許発明の
構成要件をすべて充足し，その技術的範囲に属するものと認められる。
    　したがって，被告らが被告各製品を製造，販売した行為は，本件特許権を侵
害する行為というべきである。
  ４　争点 (3)（補償金の額）について
   (1)  本件訴訟の経過（計算鑑定の実施について。争点(4)にも共通）
        本件においては，被告らが補償金及び損害賠償の額を争い，しかも，被告
各製品の販売数，売上額，利益率についても，原告の主張と被告らから提出された
書証の間に少なからぬ相違がみられたため，損害額の認定を迅速かつ適正に行うた
め，原告の申立てにより損害計算のための鑑定（特許法１０５条の２）を採用し
た。
      　すなわち，平成１２年３月２２日に公認会計士【Ｃ】を計算鑑定人に選任
の上，被告各製品の販売数，売上額，利益率について鑑定を命じ，これを受けて，
同鑑定人は，同年４月から６月にかけて前後６回にわたり被告ら会社を訪れて被告
らの会計担当の従業員から任意に会計帳簿，伝票類の提示を受け，同従業員らから
その内容の説明を受けるなどした上で，これを検討し，同年７月１１日に計算鑑定
報告書（以下「本件報告書」という。）を提出した。なお，この間，同鑑定人は，
被告らから，個別の取引先ごとの売り上げを記録した帳簿等を含めた一切の関係書
類の開示を受け，個々の取引の内容を含め，すべての事項について必要な説明を受
けたものであるが，本件報告書の内容としては，被告各製品の販売数，売上額，利
益率についての概括的な調査の手順と最終的な調査結果が記されるにとどまり，個
々の取引における販売先の名称など被告らの製造販売事業における企業秘密にわた
る事項については，被告らの利益に配慮して記載しないものとされている。
      　そこで，以下において，この計算鑑定の結果に基づき，被告らが支払うべ
き補償金の額について検討する。
   (2)  被告各製品の販売数，売上金額について
        原告が，被告らに対し，本件特許発明につき発明の内容及び出願公開され
た旨を示して警告を行い，この警告を記載した書面が被告らに到達した日である平
成７年１１月９日（甲３１の１，２，甲３２の１，２により認められる。）から本
件特許権の設定登録の日の前日である同８年９月１８日までの間の被告らによる被
告各製品の販売数，売上金額は，次のとおりである（計算鑑定の結果により認めら
れる。）。
      ア　被告マルゼン
        　被告製品１　販売数　　　　　　　２万０８９３個
        　　　　　　  売上金額　１億４１７２万３１３０円
        　被告製品２　販売数　　　　　　　１万０８００個
        　　　　　　  売上金額　　　５０２１万１６００円
          ただし，上記販売数及び売上金額には，被告丸前商店以外の取引先に輸
出向けに販売した分（被告製品１については４８０個，３８８万２６００円，被告
製品２については２４０個，１１２万２０００円）が含まれている。



      イ　被告丸前商店
        　被告製品１　販売数　　　　　　　１万９８４０個
          　　　　　　売上金額　１億４５７０万２３６２円
        　被告製品２　販売数　　　　　　　　　９４１２個
          　　　　　　売上金額  　　４４６０万５５４０円
   (3)  補償金の額の算定について
        原告は，本件特許権が設定登録された後に本件特許発明の実施に対し受け
るべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を被告らに請求できるところ（特許法
６５条１項前段），本件特許発明の実施料の率が問題となる。
      　証拠（甲３３）によれば，原告は本件特許発明につき，平成９年５月１
日，有限会社タナカとの間で次の内容の特許権実施許諾契約（以下「ルガーＰ０８
実施許諾契約」という。）を締結したことが認められる。
      　①　対象製品　「ルガーＰ０８」
      　②　実施契約の対価として契約締結時に８００万円を支払う。
      　③　実施品１個当たり８００円の実施料を支払う。
      　そして，証拠（甲３５の１，２，３６の２）によれば，有限会社タナカ
は，平成９年９月から同１１年４月にかけて，合計１万４０００個の上記製品を販
売したこと，その販売価格（卸売価格）は１個当たり１万１８８０円であることが
認められる。
      　以上の事実によれば，原告は実施許諾の相手方である有限会社タナカに対
し，上記契約に基づく実施料として，１９２０万円を請求できることになる（計算
式　8,000,000円＋800円×14,000個＝19,200,000円）。
      　これを，上記の販売数で除すると，製品１個当たりの実施料は１３７１円
となり，さらにこれを上記の販売価格（卸売価格）で除すると，実施料率は計算上
１１．５％となる。
      　原告は，本件特許発明と関連する特許発明（特許番号第２５６１４２１
号）について有限会社タナカとの間で締結した特許権実施許諾契約（甲３０）の例
に基づいて計算すると，実施料率は売上げの１９．１％ないし４１．４％となる旨
主張する。そして，証拠（甲３０，３４，３５の１，２，甲３６の１，３）によれ
ば，原告と有限会社タナカとの間には２つの特許実施許諾契約が締結され，次のと
おりの販売実績が存在することが認められる。
      　別件契約１（対象となる特許権　特許番号第２５６１４２１号）
      　①　対象製品　「ブローニングハイパワー」
      　②　実施契約の対価として契約締結時に１０００万円を支払う。
      　③　実施品１個当たり９００円の実施料を支払う。
      　④　販売数　６４００個
      　⑤　実施料率　３８．４％
      　別件契約２（対象となる特許権　特許番号第２８７１５８３号。本件特許
発明から分割された特許発明）
      　①　対象製品　「グロック１７」
      　②　実施契約の対価として契約締結時に１０００万円を支払う。
      　③　実施品１個当たり８００円の実施料を支払う。
      　④　販売数　９６００個
      　⑤　実施料率　１９．１％
        しかし，上記別件契約１，２の対象とされているのは関連するとはいえ本
件特許権とは異なる特許権であるし，しかも，いずれも製品の販売数が１万個に満
たないことから，実施料率の計算に際しては，事前に一括で支払われる金額の実施
料に占める割合が高くなる（そのために実施料が高めに計算される）ことが明らか
である。したがって，本件特許権に係る実施料率は，ルガーＰ０８実施許諾契約に
照らし販売価額の１２％と認めるのが相当である（ルガーＰ０８実施許諾契約は，
契約期間を平成９年５月１日から５年間とするものであるから，契約締結時に支払
われた８００万円は，５年間の実施許諾についての頭金であるが，前記販売期間以
降の販売数について正確に予測することが困難であること（もっとも，販売開始か
ら年月を経るに従って販売数量が低減していることが認められ，前記販売期間以降
の販売数はさほど多くないものと予測される。），また，同実施許諾契約において
は，違約金条項や本件特許契約が無効とされた場合にも有限会社タナカが対価の支
払義務を免れない旨の条項など特許権者に有利な条項が置かれているのに対して，
被告らとの関係ではこのような条項が適用されないこと等の事情を勘案すれば，実



施料相当額としては，前記の８００万円の性質を考慮しても，販売価額の１２％と
認めるのが相当である。）。
      　そこで，前記(2) で認定した被告各製品の売上金額に実施料率１２％を乗
じて実施料相当額を算定すると，次のようになる。
      ア　被告マルゼン
          被告製品１　　１７００万６７７５円
        　被告製品２　　　６０２万５３９２円
          　　　合計　　２３０３万２１６７円
        　上記のうち被告丸前商店以外に販売した分の実施料相当額は，被告製品
１につき４６万５９１２円，被告製品２につき１３万４６４０円であり，その合計
額は６０万０５５２円である。
      イ  被告丸前商店
        　被告製品１　　１７４８万４２８３円
        　被告製品２　　　５３５万２６６４円
                合計    ２２８３万６９４７円
   (4)  被告らの責任（連帯支払義務の有無）について
      ア　一般に，特許発明の実施品（以下「特許製品」という。）が製造業者に
より製造され，又は輸入業者により国内に輸入された後，卸売業者，小売業者と転
々と流通する場合においては，通常，特許権者はこれらの者のうち製造業者又は輸
入業者との間で特許権の実施許諾契約を締結して実施料を取得し，それ以降の流通
における販売者に対しては，消尽論の適用により特許権の効力が及ばないものと解
される。
        　これに対して，特許権を侵害する製品（以下「侵害製品」という。）が
製造業者により製造され，又は輸入業者により国内に輸入された後，卸売業者，小
売業者と転々と流通する場合において，特許権者がこれらの者に対して特許法１０
２条３項に基づく損害賠償額を請求するときには，特許権者は，これらの各人に対
して，それぞれその者が侵害製品を自ら販売した価額（製造業者であれば卸売価
格，小売業者であれば小売価格）に一定の実施料率を乗じた金額を損害賠償として
請求することができるが，これらの者から実際に得る損害賠償の総額は同一の侵害
製品については１回の流通分として評価できる額を限度とするものと解するのが相
当である。すなわち，この場合には，特許権者が自由な意思により製造業者又は輸
入業者との間で実施許諾の対価を合意しているといった事情が存在せず，特許法１
０２条３項の実施料相当額は最小限度認め得る損害額として観念されるものである
から，消尽論はその前提を欠き，仮に特許権者が製造業者又は輸入業者から同項に
基づく損害賠償額（卸売価格に実施料率を乗じた金額）の支払を受けたからといっ
て，それ以降の流通に関与した者（侵害製品のそれ以降の流通により利益を得た
者）に対して一切損害賠償を請求することができないと解することはできないので
ある。
        　例えば，同一の侵害製品が製造業者甲から販売業者乙に対して販売さ
れ，乙により消費者に販売されている場合においては，特許権者は甲に対して卸売
価格に実施料率を乗じた金額を請求することもできるし，乙に対して小売価格に実
施料率を乗じた金額を請求することもできるが，特許権者が最終的に得ることので
きる損害賠償額の総額は小売価格に実施料率を乗じた金額を上限とするものである
から，甲乙は，甲の賠償額（卸売価格を基準とした賠償額）の限度では連帯して支
払義務を負い，この額の範囲において甲乙のどちらかが賠償額を支払った場合には
他方はその限度で支払を免れる（特許権者に対して弁済の抗弁又は請求異議事由と
して主張できる）ものと解すべきである。
        　また，これらの者が同一の侵害製品の販売について互いに意思を共同し
ている場合には，共同不法行為として，各人は，他の者の侵害行為に基づく損害に
ついても連帯して支払義務を負うものと解するのが相当である。したがって，前記
の例において，甲乙の間に，同一の企業グループ内において製造部門と販売部門を
それぞれ分掌する関連会社であるなどの関係がある場合には，甲は，乙の賠償額
（小売価格を基準とした賠償額）全額について乙と連帯して支払義務を負担するも
のというべきである。
        　そして，上述の点は，特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求につい
て述べたものであるところ，同法６５条１項に基づく補償金請求についても，その
性質を不法行為に基づく損害賠償請求ということはできないが，上述の連帯支払の
関係は，同一に解することが可能である。



      イ　そうすると，被告らは，それぞれ被告各製品の製造と販売を分掌する同
一グループに属する関連会社であり，被告マルゼンの製造する被告各製品は原則と
してその全部が被告丸前商店に販売されるという関係にあるものであるから，被告
丸前商店による被告各製品の販売については，被告マルゼンもその意思を共同する
ものと認めることができ，連帯して補償金の支払義務を負うものというべきであ
る。
        　したがって，被告らは，原告に対し，被告丸前商店についての実施料相
当額である２２８３万６９４７円（前記（３）イ）につき，これを補償金として連
帯して支払うべき義務を負うことになる。
      ウ　ところで，補償金請求の対象期間における被告らによる被告各製品の販
売数をみると，被告マルゼンが被告丸前商店以外の者に販売した数を差し引いて
も，なお被告製品１，２の双方とも被告マルゼンの販売数が被告丸前商店の販売数
を上回っている。これは，補償金請求対象期間内に被告マルゼンが被告丸前商店に
販売したが，被告丸前商店においてこれを販売するに至らなかった（在庫として保
管していた）製品があるためと解される。このような製品については，後に被告丸
前商店が販売した段階において損害賠償額の一部として考慮されるが，後記のとお
り，損害賠償については特許法１０２条２項に基づいて損害額を算定していること
から，被告丸前商店による販売を理由とする損害額は，被告丸前商店の利益のみに
基づいて算定されており，被告マルゼンの利益は考慮されていない（被告マルゼン
からの仕入額を変動経費として控除して，利益を算定している。）。したがって，
前記の被告マルゼンと被告丸前商店との間の販売数の差については，補償金請求期
間内における被告マルゼンの販売による利益を考慮する必要があり，被告マルゼン
単独の補償金支払義務の対象となるものと解するのが相当である。
        　そうすると，右販売数量の差は，被告製品１につき５７０個，被告製品
２につき１１４８個であり，被告マルゼンによる販売額は，それぞれ３８６万６３
１０円，５３３万７０５２円であるから，補償金の額は，これに１２％を乗じた４
６万３９５７円（被告製品１）及び６４万０４４６円（被告製品２）となり，この
合計額１１０万４４０３円については，被告マルゼンが単独で支払義務を負う。
        　さらに，被告マルゼンは，被告丸前商店以外の者に販売した被告各製品
（被告製品１につき４８０個，被告製品２につき２４０個）についての実施料相当
額である６０万０５５２円についても，単独で補償金の支払義務を負う。
        　したがって，被告マルゼンは合計額１７０万４９５５円の補償金につい
て単独で支払義務を負うことになる。
  ５　争点 (4)（損害の額）について
   (1)  特許法１０２条２項の「利益」の意義について
      　被告らの本件特許権の侵害行為は過失によるものと推定されるから（特許
法１０３条），被告らは，上記侵害行為により原告が被った損害を賠償する責任を
負うところ，原告は，特許法１０２条２項に基づき損害賠償を請求しているので，
まず同項の解釈が問題となる。
      　特許法１０２条２項所定の「侵害の行為により利益を受けているとき」に
おける「利益」とは，侵害者が侵害製品の製造，販売のみに要する専用の設備や従
業員のを新たに設置し，あるいは雇い入れたといった例外的な事情がない限り，侵
害製品の売上額から仕入れ，加工，梱包，保管，運送等の経費のうち侵害製品の製
造，販売のみのために要した部分を控除した限界利益ともいうべきものを指すと解
するのが相当である。
      　そして，上記限界利益の範囲は，財務会計上の観点のみから決せられるも
のではなく，不法行為法における損益相殺の観点に加えて，侵害者がその侵害行為
によって得た利益の額をもって特許権者の逸失利益と推定することにより，特許権
者による損害賠償請求に当たってその主張立証責任を軽減し，特許権者の保護を図
るという特許法１０２条の規定の趣旨に照らして解釈するのが相当である。
   (2)  本件における「限界利益」について
      　上記(1) の意味での「限界利益」は，売上額から販売に直接要する費用で
ある変動費を控除した利益（本件報告書にいう「限界利益」）ではなく，右利益の
額から，更に固定費の中でも対象となっている製品に直接関連する経費（直接固定
費）を控除して算出したもの（本件報告書にいう「貢献利益」）を指すものと解す
べきである。以下，計算鑑定の結果に基づき，被告らそれぞれについて具体的に検
討する。
      ア　被告マルゼンについて



        　計算鑑定の結果によれば，被告マルゼンによる被告各製品の販売に直接
要する費用（変動費）としては，損益計算書の売上原価の内訳科目である仕入高，
外注費，包装費の他被告各製品に貼付する合格シールに係る費用が認められる。 
          次に，上記の意味での直接固定費に含まれる費用として，金型の減価償
却費が認められる。また，販売促進費，荷造運賃，消耗品費及び消耗工具費は，す
べての製品に共通する費用ではあるが，売上高の割合で案分した限度で，直接固定
費と認められる。
      イ　被告丸前商店について
        　計算鑑定の結果によれば，被告丸前商店による被告各製品の販売に直接
要する費用（変動費）としては，被告マルゼンからの仕入高を認めることができ
る。
          次に，直接固定費に含まれる費用としては，広告宣伝費のうち被告各製
品の広告宣伝に用いられたもの（情報誌への広告料。被告丸前商店が被告各製品を
顧客に販売していることから，同被告についてのみ直接固定費に計上することには
合理性があるというべきである。）が認められる。また，修理のためのアルバイト
従業者の人件費と製品の運搬に伴う運賃も，売上高の割合で案分した限度で，直接
固定費と認められる。
   (3)  本件における利益の額について
      ア　前提となる被告らによる被告各製品の販売数，売上金額は，次のとおり
である（計算鑑定の結果により認められる。）。
      （ア） 平成８年９月１９日から同９年１月３１日まで
          ａ　被告丸前商店
            　被告製品１　　販売数　　　２３１３個
            　　　　　　　　売上金額　　１６２９万６１９８円
            　被告製品２　　販売数　　　３４０１個
              　　　　　　　売上金額　　１９１１万８２１５円
          ｂ　被告マルゼン
            　被告製品１　　販売数　　　２４００個
            　　　　　　　　売上金額　　１５８６万４０００円
            　被告製品２　　販売数　　　３０００個
            　　　　　　　  売上金額　　１５７０万１５６０円
      （イ） 平成９年２月１日から同１１年１２月１３日まで
          ａ　被告丸前商店
          　　被告製品１　　販売数　　　９２９２個
          　　　　　　　　　売上金額　　６７００万３８００円
          　　被告製品２　　販売数　　　７１２３個
          　　　　　　　　  売上金額　　３２１５万０８７５円
          ｂ　被告マルゼン
          　　被告製品１　　販売数　　　９４００個
          　　　　　　　　　売上金額　　６３１３万６２００円
          　　被告製品２　　販売数　　　６４３２個
          　　　　　　　　　売上金額　　２５４８万５３００円
      イ　次に，上記(2) で検討した変動費と直接固定費の額は，次のとおりであ
る（計算鑑定の結果により認められる。）。
      （ア） 平成８年９月１９日から同９年１月３１日まで
          ａ　被告丸前商店
            　被告製品１　変動費　　　１５８６万４０００円
            　　　　　　　直接固定費　　　５８万４５８３円
            　被告製品２　変動費　　　１７９０万０６８０円
            　　　　　　　直接固定費　　　６３万４７３１円
          ｂ　被告マルゼン
            　被告製品１　変動費　　　　８３１万２１７８円
            　　　　　　　直接固定費　　２８６万８４９８円
            　被告製品２　変動費　　　　９９４万９１２７円
             　　　　　　 直接固定費　　１３９万９５１３円
      （イ） 平成９年２月１日から同１１年１２月１３日まで
          ａ　被告丸前商店
            　被告製品１　変動費　　　６３１３万６２００円



            　　　　　　　直接固定費　　１３７万８７１１円
            　被告製品２　変動費　　　２９８６万００２０円
            　　　　　　　直接固定費　　　８２万２８０６円
          ｂ　被告マルゼン
            　被告製品１　変動費　　　３２０６万３８９９円
            　　　　　　　直接固定費　２１０６万４９４２円
            　被告製品２　変動費　　　１４１７万９５４７円
            　　　　　　　直接固定費　　９１１万０６１７円
      ウ　上記アからイを控除して計算すると，次のようになる。
      （ア） 平成８年９月１９日から同９年１月３１日まで
          ａ　被告丸前商店
              被告製品１については１５万２３８５円の損失，同２については５
８万２８０４円の利益であり，合計すると４３万０４１９円の利益となる。
          ｂ　被告マルゼン
              被告製品１については４６８万３３２４円，同２については４３５
万２９２０円の利益であり，合計すると９０３万６２４４円の利益となる。
      （イ） 平成９年２月１日から同１１年１２月１３日まで
          ａ　被告丸前商店
              被告製品１については２４８万８８８９円，同２については１４６
万８０４９円の利益であり，合計すると３９５万６９３８円の利益となる。
          ｂ　被告マルゼン
              被告製品１については１０００万７３５９円，同２については２１
９万５１３６円の利益であり，合計すると１２２０万２４９５円の利益となる。
      エ　まとめ
        　前記のとおり，被告らは，それぞれ被告各製品の製造と販売を分掌する
同一グループに属する関連会社であり，被告マルゼンの製造する被告各製品は原則
としてその全部が被告丸前商店に販売されるという関係にあるものであるから，被
告らは，それぞれ共同被告による被告各製品の販売についても，意思を共同するも
のと認めることができ，互いに共同不法行為者として連帯して支払義務を負うもの
というべきである。
        　そうすると，損害賠償の対象となっている期間における各被告の特許法
１０２条２項所定の「利益」は前記のとおりであるから，原告の損害の額はこれを
合算した金額であり（同法１０２条２項による損害算定の場合には，流通にのみ関
与している者については，直前の流通関与者からの仕入額を変動経費として控除し
て利益額を算定するので，各関与者の利益額を合算した額が原告の損害の合計額で
あり，このように解しても同一の侵害製品について１回の流通分として評価できる
額を超えて損害額を算定することにはならない。），被告らは，この合計額につい
て連帯して支払義務を負うものである。
        　したがって，被告らは，本件特許権の設定登録の日である平成８年９月
１９日から同９年１月３１日までの損害として９４６万６６６３円，同年２月１日
から同１１年１２月１３日までの損害として１６１５万９４３３円並びにこれらの
遅延損害金につき，連帯して支払義務を負担するものである。
   (4)  弁護士費用について
        原告が本訴の提起，追行を原告代理人に委任したことは当裁判所に顕著で
あるところ，本件訴訟における訴額，原告の請求の内容，訴訟手続の経緯，訴訟追
行の難易度，訴訟期間等の事情を総合勘案すれば，弁護士費用のうち２５０万円を
もって，被告らの侵害行為と相当因果関係のある損害と認める。この損害について
も，被告らは連帯して支払義務を負うものである。
  ６　結論
      以上によれば，原告の本訴請求は，被告らに対し，連帯して，補償金請求と
して２２８３万６９４７円及びこれに対する平成９年４月２９日から支払済みまで
年５分の割合による遅延損害金並びに損害賠償請求として２８１２万６０９６円及
びうち９４６万６６６３円に対する平成９年４月２９日から，うち１８６５万９４
３３円に対する平成１１年１２月１４日（損害賠償を請求する期間末日の翌日）か
ら各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金，被告マルゼンに対し，補償金請
求として１７０万４９５５円及びうち５４万３０５３円に対する平成９年４月２９
日から，うち１１６万１９０２円（当初請求額２３３８万円を超える額）に対する
平成１２年９月１日から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の各支払を



求める限度において，理由がある。

  　　東京地方裁判所民事第４６部
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